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定期監査 

 

令和７年６月２日から令和７年８月２１日までの間に、県の８４機関について、 

定期監査を実施した。 

  その結果、１８機関の２４件について、改善の措置を講ずるよう文書で通知を行った。 

該当機関からの講じた措置の報告については、次のとおりである。 

 

区  分 監査結果 講じた措置報告 

指摘事項 １３ １３ 

注意事項 １１ １１ 

意  見   ０   ０ 

計 ２４ ２４ 

 

 

 

【総務部】 

監査対象機関 監査の結果 講じた措置 

財産総合管理課 【注意事項】 

総合庁舎警備業務等委託

等について、契約締結期限

内に契約を締結していない

ものが見受けられた。 

県財務規則では落札決定の日か

ら起算して７日以内に契約を結ば

なければならないと規定されてい

るが、当該契約では落札決定の翌

日から起算して７日以内に契約を

締結しており、起算日の解釈を誤

ったことが原因である。 

 規則の正しい解釈について改め

て担当内で共有するとともに、複

数職員による確認を徹底するな

ど、チェック体制を強化して適正

な事務処理に努める。 

【注意事項】 

県庁本館３階政策調整監

室他内部改修工事等につい

て、工期延長に伴う工期変

更協議書の作成されていな

いものが見受けられた。 

工事契約に関する事務処理につ

いて再確認し、併せてチェックシ

ートを作成し担当内で共有すると

ともに、複数職員による確認を徹

底するなど、チェック体制を強化

し、適正な事務処理に努める。 
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【福祉保健部】 

監査対象機関 監査の結果 講じた措置 

医療政策課 【指摘事項】 

へき地医療施設施設・設

備整備補助金について、交

付決定手続が適当でなかっ

た。 

今回指摘があった補助事業と同

様の補助要件のある国庫補助事業

を一覧化し、補助要件を見落とさ

ないよう、交付決定手続きの際に

確認する注意点を明確化した。 

【注意事項】 

宮崎県医学生地域医療ガ

イダンスに係る業務委託に

ついて、契約手続が遅れて

いた。 

財務規則、会計事務のチェック

シート等を再確認するとともに、

契約状況が把握できるよう改善し

た進捗管理表をもとに複数の職員

で確認するなどチェック体制を強

化した。 

中央福祉 

こどもセンター 

【指摘事項】 

高等職業訓練修了支援給

付金について、支給決定手

続の適当でないものが見受

けられた。 

今後は、進行管理表での個別管

理を徹底するとともに、進行管理

表や補助金交付事務の流れ等の資

料に基づき、複数の職員で事務処

理に誤りがないかを確認する内部

チェック体制を強化し、再発防止

を図る。 

 

 

【商工観光労働部】 

監査対象機関 監査の結果 講じた措置 

商工政策課 【指摘事項】 

中小企業再生支援強化事

業補助金について、交付決

定事務の遅れているものが

あった。 

今回の指摘内容について職員へ

情報共有を行い、意識の徹底を図

った。 

 また、補助金申請の受理状況な

ど、事務処理の進捗状況を所属内

で共有し、確認を徹底すること

で、事務が遅延することのないよ

う適正な事務処理に努める。 
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【農政水産部】 

監査対象機関 監査の結果 講じた措置 

畜産振興課 【指摘事項】 

みやざき地頭鶏の認知度

向上にかかる業務委託につ

いて、変更契約の締結が行

われていなかった。 

事業主体に対し、今年度事業の

契約内容に変更が生じていないか

確認を行うとともに、今後、契約

内容について変更が生じる場合に

は、事前相談の上、変更契約の締

結の手続きを行うように指導を行

った。 

 また、年度途中においても随

時、事業の実施状況を確認し、必

要な指示を行うこととする。 

【指摘事項】 

ミツバチ安定生産支援事

業業務委託について、委託

業務が仕様書どおりに実施

されていなかった。 

事業実施主体に対し、今年度事

業について、確実に仕様書どおり

の内容を実施するよう指導を行っ

た。 

 また、年度途中においても随

時、事業の実施状況について確認

及び必要な指示を行うこととし、

実績報告においては、仕様書に沿

った適正な成果物の提出を指導し

た。 

 【注意事項】 

宮崎県肉用牛改良総合対

策事業における肉用牛検定

業務委託について、契約手

続が遅れていた。 

業務進行管理表を作成・確認す

ることで、適宜業務の優先順位を

確認しながら進行管理を行い、再

発防止に努めた。 

 また、業務進行管理表について

は、定期的に担当内で共有するな

ど複数職員による確認を実施し、

チェック体制の強化を行った。 

西諸県 

農林振興局 

【指摘事項】 

西諸県農業改良普及セン

ター庁舎清掃業務委託につ

いて、契約書の契約金額が

誤っていた。 

速やかに双方協議のうえ、正し

い金額で契約書の再作成を行っ

た。 

 契約時に確認すべき項目を洗い

出した「チェックリスト」を新た

に作成し、複数人体制で確認を行

うことで、再発防止に努めた。 
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西諸県 

農林振興局 

【注意事項】 

畑地帯総合整備事業（担

手育成）工事等について、

契約締結期限内に契約を締

結していないものが見受け

られた。 

契約締結時のチェックリストを

作成し、契約担当者は契約書受領

時にチェックリストに基づき確認

を行うこととした。 

 また、決裁時には契約担当者が

確認したチェックリストを添付

し、担当リーダー等もチェックリ

ストに基づき確認を行うこととし

た。 

 

 

【県土整備部】 

監査対象機関 監査の結果 講じた措置 

港湾課 【注意事項】 

行政財産の目的外使用許

可に係る使用料について、

調定の時期及び納入期限の

指定を誤っているものがあ

った。 

使用許可時に進捗管理表を作成

し、定期的に確認を行うととも

に、使用許可期間満了前に許可更

新延長の意向を被許可者に確認す

ることで、調定・納入期限の遅れ

を防止する。 

串間 

土木事務所 

【指摘事項】 

片側交互通行に伴うソー

ラー信号機等賃貸借契約等

について、契約手続の大幅

に遅れているものなどが見

受けられた。 

事務処理については、財務規則

等に基づき遅延なく正確に行うよ

う職員への周知を徹底するととも

に、進捗管理表への記入を徹底し

て複数職員で確認するなど所属の

チェック体制を強化し、再発防止

に努める。 

西都 

土木事務所 

【指摘事項】 

特別史跡公園西都原古墳

群の維持管理業務につい

て、概算払で支出した委託

料の額の確定等の精算手続

が行われていなかった。 

事務処理手順を再確認するとと

もに、チェックリストを活用し、

複数の職員で確認するなどチェッ

ク体制を強化することで再発防止

に努める。 
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中部 

港湾事務所 

【指摘事項】 

漂着物撤去業務委託につ

いて、契約保証金を納入さ

せていないものがあった。 

緊急施行による同様の工事関係

契約等の契約保証金が正しく処理

されているか確認を行うととも

に、所内関係職員への周知を行っ

た。 

 今後は、工事請負契約等に係る

契約保証金については、県財務規

則だけでなく、工事請負契約等に

係る契約の保証に関する取扱要領

などの関係規程を確認し適正な処

理を行う。あわせて確認者のチェ

ック体制を強化し再発防止に努め

る。 

 【注意事項】 

浚渫土の海洋投入申請書

作成業務委託について、検

査時期が遅れていた。 

検査の時期について、完了の通

知を受けた日を１日として、工事

は１４日以内、委託は１０日以内

に検査を行わなければならないこ

との再確認と所内関係職員への周

知を行った。 

 今後は、完了の通知を受けたら

早急に検査時期の調整を行い、検

査日が適正であるかどうかの確認

を複数人で行うことで再発防止に

努める。 

 

 

【企業局】 

監査対象機関 監査の結果 講じた措置 

企業局 【指摘事項】 

一ツ瀬川スポーツレクリ

エーション施設ゴルフコー

スを利用した県企業局ＰＲ

事業に係る業務委託につい

て、額の確定を誤り、過払

となっていた。 

速やかに額の再確定を行い、過

払分の返納処理を行った。今後は

複数職員でのチェック体制を強化

し、適正な事務処理に努める。 
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【病院局】 

監査対象機関 監査の結果 講じた措置 

県立宮崎病院 【指摘事項】 

ナースコールシステム保

守点検業務委託について、

履行確認の行われていない

ものがあった。 

契約内容を確認し、委託先との

認識の相違による書類提出の遅れ

がないように、契約事務の進行管

理を徹底するとともに、事務手続

きを整理し漏れが発生しないよう

新たに履行確認の書面上で複数の

職員がチェックする仕組みに改善

するなど、事務処理におけるチェ

ック体制を強化し、再発防止と適

正な事務処理に努める。 

 

 

【教育委員会】 

監査対象機関 監査の結果 講じた措置 

スポーツ指導 

センター 

【注意事項】 

公有財産使用料（公園内

行為許可）について、調定

額の算定を誤り徴収不足と

なっているものがあった。 

利用者に経緯を説明し、謝罪の

上、不足分を納付いただいた。 

 今回の事案は、職員間での確認

不足によるものであることから、

担当内で使用料算定の根拠となる

条例や規則等を再確認し、単価や

積算の相互確認を徹底するよう共

通理解を図った。 

総合博物館 【注意事項】 

会計年度任用職員の個人

住民税について、特別徴収

の漏れているものが見受け

られた。 

会計年度任用職員の報酬支出時

に関係自治体からの個人住民税決

定通知書（写）を添付することに

改めた。 

 今後は、総務課全体で毎月チェ

ックする体制を強化し、適正な事

務処理に努める。 

都城工業 

高等学校 

【注意事項】 

部活動用水銀灯電気料に

ついて、納入期限の指定を

誤っているものが見受けら

れた。 

今回の指摘を受け、納入期限の

指定を定めている財務規則の根拠

条文や会計課通知の再確認を行っ

た。 

 今後は、このような誤りが生じ

ないよう、担当内の財務会計知識

の向上を図るとともに相互チェッ

クを徹底し、適正な事務処理に努

める。 
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高鍋農業 

高等学校 

【指摘事項】 

トイレ建具改修工事等に

ついて、一括発注が可能な

ものを修繕箇所ごとに少額

に分割して一者と随意契約

しているものが散見され

た。 

所属内で県財務規則等の契約に

関する法規を再確認した。 

 今後は、複数業者による見積合

わせを実施するなどし、法令及び

規則に基づき適正な事務処理に努

める。 

日向高等学校 【注意事項】 

自家用電気工作物保安管

理業務委託等について、支

出負担行為書の作成が遅れ

ているものが見受けられ

た。 

支出負担行為書の作成について

は、今後、遅れないように速やか

に作成するとともに、進捗管理表

や職員会議等により、事務室全体

で進行管理を行い、業務の遅れが

ないかどうかチェックできる体制

を構築する。 

日南くろしお 

支援学校 

【指摘事項】 

学校給食等調理業務委託

について、変更契約に伴う

契約額の積算が適当でなか

った。 

正しい内容で再度変更契約を締

結するとともに、今後について

は、所属全員で適正な事務処理徹

底と精査機能強化を図ることとし

た。 

 


